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２．改革の方向性

○ 地域の医療機関の外来機能の明確化･連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるため、

① 医療機関が都道府県に外来医療の実施状況を報告（外来機能報告）する。

② ①の外来機能報告を踏まえ、「地域の協議の場」において、外来機能の明確化・連携に向けて必要な協議を行う。

→ ①・②において、協議促進や患者の分かりやすさの観点から、「医療資源を重点的に活用する外来」を地域で基
幹的に担う医療機関（紹介受診重点医療機関）を明確化

・ 医療機関が外来機能報告の中で報告し、国の示す基準を参考にして、地域の協議の場で確認することにより決定

患者の流れがより円滑になることで、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師働き方改革に寄与

紹介

紹介受診重点医療機関

逆紹介

外来機能報告、「地域の協議の場」での協議、紹
介患者への外来を基本とする医療機関の明確化

かかりつけ医機能を担う医療機関

病院の外来患者の待ち時間
の短縮、勤務医の外来負担
の軽減、医師働き方改革

かかりつけ医機能の強化
（好事例の収集、横展開等）

〈「医療資源を重点的に活用する外来」〉

○医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来 （悪性腫瘍手術の前後の外来 など）

○高額等の医療機器・設備を必要とする外来 （外来化学療法、外来放射線治療 など）

○特定の領域に特化した機能を有する外来 （紹介患者に対する外来 など）

１．外来医療の課題

○ 患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部
の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等の課題が生じている。

○ 人口減少や高齢化、外来医療の高度化等が進む中、かかりつけ医機能の強化とともに、外来機能の明確化･連携を進
めていく必要｡

外来医療の機能の明確化･連携
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協議の場の進め方の全体像
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3.
協議の場における検討

2.
紹介受診重点医療機関
となる意向の有無

1.
医療資源を重点的に
活用する外来（紹介受診重
点外来）の基準の確認

4.
協議の場における議論の
とりまとめ

▪ 紹介受診重点外来の基準を
確認の上、対象医療機関を
抽出
– 初診基準:40％以上
（初診の外来件数のう
ち「医療資源を重点的
に活用する外来」の件
数の占める割合）

– 再診基準が25％以上
（再診の外来件数のう
ち「医療資源を重点的
に活用する外来」の件
数の占める割合）

▪ 医療機関の意向を確認する
ため、外来機能報告様式１
の4. ｢医療資源を重点的に
活用する外来を地域で基幹
的に担う医療機関｣となる意
向の有無」において、医療
機関の意向を確認

▪ 下記の要件等を前提に関係
者で協議
– 紹介受診重点外来に関
する基準

– 紹介受診重点医療機関
の役割を担う意向

▪ 紹介受診重点外来に関する
基準と医療機関の意向が合
致しない医療機関は、当該
地域の地域性や当該医療機
関の特性等を考慮して再度
協議を実施

▪ 状況に応じて持ち回り、文
書提出のみとするなどの柔
軟な対応も可能

▪ 医療機関の意向と地域の協議の
場での結論が最終的に一致した
ものに限り、紹介受診重点医療
機関とし、都道府県において、
協議結果を取りまとめて公表す
ること

（参考）「外来機能報告等に関するガイドライン」

• A医療
機関



【紹介受診重点外来の基準と医療機関の意向の考え方】

「紹介受診重点外来の基準を満たす×意向あり」の場合

・ 特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関となることが想定される。

「紹介受診重点外来の基準を満たす×意向なし」の場合

・ 当該医療機関の意向が第一であることを踏まえつつ、当該地域の医療提供体制のあり方を協議の上、紹介受診重点医療機関の趣旨等について説明し、
２回目の協議に改めて意向を確認する。

「紹介受診重点外来の基準を満たさない×意向あり」の場合

・ 紹介受診重点外来に関する基準に加え、紹介率・逆紹介率等を活用して協議を行う。

１

２

３

外来機能報告制度を活用した紹介受診重点医療機関に係る協議の進め方
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意向あり

▪ 紹介受診重点医療機関
＊「外来医療に係る地域の協議の場」での確認

意向なし

▪ 「外来医療に係る地域の協議の場」での協議
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－
▪ 「外来医療に係る地域の協議の場」での協議

「外来医療に係る地域の協議の場」での協議

地域性や医療機関の特性等を考慮して
協議（１回目） 協議を再度実施（２回目）

医療機関の意向と異なる結論
となった場合

１ ２

３

（参考）「外来機能報告等に関するガイドライン」
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○ 協議の場における検討については、以下の内容を参考とする。・紹介受診重点外来の基準（初診40％以上かつ再診25％以上）・紹介受診重点医療機関となる意向・紹介率・逆紹介率の水準（紹介率50％以上かつ逆紹介率40％以上）・当該医療機関の機能　（特定機能病院、地域医療支援病院、紹介受診重点医療機関等）・外来医療の実施状況や当該地域の地域性・必要に応じ、医療機関から提出を受けた、紹介受診重点外来の基準と　医療機関の意向が合致しない理由書等



協議フローについて
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報告対象医療機関

基準を満たす

基準を満たさない

医療機関の意向有り

医療機関に意向なし

医療機関の意向有り

医療機関に意向無し

意向と合致

特別な事情がある場合

意向と合致

意向と合致しない

意向と合致

意向と合致しない

意向と合致

意向と合致しない

紹介受診重点外来の
基準*確認

紹介受診重点医療機関に
おける意向の確認

意向に対する地域の協
議の場の結論の確認 検討の方向性

紹介重点受診医療機関となる
ことを想定

再協議

紹介受診重点医療機関になら
ないことを想定

再協議

紹介受診重点医療機関となる
ことを想定

再協議

対象外

再協議となった案件については、ガイドラインに基づいて、協議を行い、最終的に医療機関の意
向と協議の場の結論が合致したものに限り、紹介受診重点医療機関として公表を行う。

協議の場での協議が求められる

＊紹介受診重点外来の基準：
▪ 初診基準:40％以上（初診の外来件数のうち

「医療資源を重点的に活用する外来」の件数
の占める割合）

▪ 再診基準が25％以上（再診の外来件数のうち
「医療資源を重点的に活用する外来」の件数
の占める割合）




